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支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
３
月
以
降
、
出
生
や
他
市
町

村
か
ら
転
入
し
て
き
た
り
し
た
方
な

ど
が
、
３
月
31
日
時
点
で
当
市
の
児

童
手
当
の
認
定
を
さ
れ
て
い
な
い
方

に
つ
い
て
も
、
子
ど
も
手
当
の
申
請

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
場
合
、
新
制
度
開
始
の

経
過
措
置
と
し
て
、
本
年
９
月
末
日

ま
で
に
申
請
を
行
え
ば
、
子
ど
も
手

当
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時

点
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す

が
、
手
続
き
を
早
め
に
行
う
こ
と
を

推
奨
し
ま
す
。

　

経
過
措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合

は
、
手
続
き
が
遅
れ
て
し
ま
う
と
、

遅
れ
た
分
だ
け
手
当
が
受
給
で
き
ま

せ
ん
。

　
　
（
前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
き
）

◇
転
入
前
の
住
所
地
で
、
す
で
に
子

ど
も
手
当
の
受
給
認
定
を
さ
れ
て
い

た
方
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
４
月
以
降
に
出
生
な
ど
で
中
学
生

以
下
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
よ
う
に

な
っ
た
場
合
、
そ
の
子
ど
も
に
か
か

る
経
過
措
置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
４
月
以
降
に
住
所
や
監
護
者
の
異

動
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
後
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

住
民
記
録
や
加
入
年
金
、
子
ど
も

の
監
護
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
後
、

受
給
資
格
が
認
定
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
き
の
際
に
必
要
な
も
の
は
、

以
下
の
３
点
で
す
。

①
印
鑑

②
受
給
者
名
義
の
口
座
が
わ
か
る
も
の

③
受
給
者
の
健
康
保
険
証
ま
た
は
年

　

金
加
入
証
明
書

※
受
給
者
と
は
、
監
護
者
の
内
、
主

に
児
童
の
生
計
を
担
う
方
で
す
。

※
「
認
定
請
求
書
（
申
請
書
）」
は
、

児
童
福
祉
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

※
子
ど
も
と
別
居
し
て
い
る
場
合

や
、
監
護
者
が
子
ど
も
の
親
で
は
な

い
場
合
、
外
国
籍
の
方
な
ど
は
別
途

手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、
児
童
福

祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
場
合
、
勤
務
先
へ
の
申

請
と
な
り
ま
す
。

認
定
請
求
の
方
法

子
ど
も
手
当
の
支
給

　

手
当
は
、
原
則
と
し
て
認
定
請
求

し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
し
ま
す

（
前
述
の
経
過
措
置
を
除
く
）。

　

た
だ
し
、
転
入
・
出
生
後
15
日
以

内
に
手
続
き
を
し
た
場
合
、
異
動
が

あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か

ら
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　

経
過
措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
手
当
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
申

請
忘
れ
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
子
ど
も
手
当
は
二
重
に
お

支
払
い
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
子
ど
も

を
監
護
・
養
育
す
る
方
の
い
ず
れ
か

一
人
が
受
給
者
と
な
り
ま
す
。

　

他
市
区
町
村
な
ど
で
、
そ
の
子
ど

も
に
か
か
る
子
ど
も
手
当
を
受
給
し

て
い
る
場
合
に
は
、
当
市
か
ら
の
手

当
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、子
ど
も
手
当
の
支
払
期
は
、

６
月
・
10
月
・
２
月
（
年
３
回
）
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

円
滑
な
手
当
支
給
の
た
め

　

手
当
の
支
給
は
、
６
月
を
予
定
し

て
い
ま
す
が
、
市
内
の
中
学
校
修
了

前
の
児
童
を
主
管
す
る
事
務
処
理
の

進
捗
状
況
に
よ
り
、
支
払
い
に
遅
れ

が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
、
円
滑
な
手
当
支
給
を
行
う
た

め
に
も
、
９
月
末
の
申
請
期
限
に
関

わ
ら
ず
、
早
め
の
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
か
ら
継
続
し
て
子
ど
も

支
払
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

６
月
に
支
払
わ
れ
る
予
定
の
手
当

に
つ
い
て
、
子
ど
も
手
当
は
４
～
５

月
の
２
カ
月
分
で
す
。
児
童
手
当
受

給
者
で
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
２

～
３
月
分
を
あ
わ
せ
て
支
給
し
ま

す
。詳
細
は
左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

支払月 支給対象月（手当の名称） 子ども１人の手当額（月額）

平成22年６月

平成22年２月分（児童手当） ０円、5,000円、10,000円

平成22年３月分（児童手当） ０円、5,000円、10,000円

平成22年４月分（子ども手当） 13,000円

平成22年５月分（子ども手当） 13,000円

平成22年10月

平成22年６月分（子ども手当） 13,000円

平成22年７月分（子ども手当） 13,000円

平成22年８月分（子ども手当） 13,000円

平成22年９月分（子ども手当） 13,000円

平成23年２月

平成22年10月分（子ども手当） 13,000円

平成22年11月分（子ども手当） 13,000円

平成22年12月分（子ども手当） 13,000円

平成23年１月分（子ども手当） 13,000円

平成23年６月

平成23年２月分（子ども手当） 13,000円

平成23年３月分（子ども手当） 13,000円

平成23年４月分（未定） 26,000円（未定）

平成23年５月分（未定） 26,000円（未定）
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問

手
当
を
受
給
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

子
ど
も
手
当
に
移
行
し
て
も
、
児
童

手
当
と
同
様
に
、
毎
年
６
月
の
現
況

届
（
児
童
の
監
護
状
況
や
加
入
年
金

状
況
の
届
出
）
を
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
年
４
月
以
降

に
新
規
で
子
ど
も
手
当
の
受
給
申
請

を
さ
れ
た
方
は
、
初
年
度
の
み
、
現

況
届
の
提
出
が
免
除
さ
れ
る
予
定
で

す
。

　

現
況
届
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
６

月
頃
に
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

つくばみらいＮｅｗｓ！




